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訴          状 
 

２００４（平成１６）年１１月９日 

 

宇都宮地方裁判所 民事部 御中 

 

原告ら訴訟代理人 弁護士 大 木 一 俊 

外３６名（別紙「代理人目録」記載のとおり） 

 

当事者の表示     別紙「当事者目録」記載のとおり 

 

公金支出差止等請求住民訴訟事件 

 

訴訟物の価格   金４８０万円 

貼用印紙額    金２万９０００円 

 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告は、次の各負担金を支出してはならない。 

（１）独立行政法人水資源機構法第２９条第１項に基づく、思川開発事業の建設負担金 

（２）水源地域対策特別措置法第１２条第１項第１号に基づく、思川開発事業及び湯西川

ダム建設事業の水源地域整備事業の経費負担金 

（３）思川開発事業及び湯西川ダム建設事業に関する財団法人利根川・荒川水源地域対策

基金の事業経費負担金 

（４）河川法第６０条に基づく思川開発事業及び湯西川ダム建設事業の負担金 

（５）河川法第６３条に基づく八ッ場ダム建設事業の負担金 

 

２ 被告が、独立行政法人水資源機構に対し、思川開発事業使用権設定申請を取下げる権

利の行使を怠る事実が違法であることを確認する。 

 

３ 被告は、栃木県を代表して、債務者福田昭夫（２００４年９月１０日以前の１年間に



 2

おいて栃木県知事の地位にあった者）に対し、金７億６９０１万０３７３円 

及びこれに対する２００４（平成１６）年９月１０日から支払済みまで年５分の割合に 

よる遅延損害金の請求をせよ。  

 

４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

第２ 請求の原因 

１ 当事者 

（１）原告は、いずれも栃木県の住民である。 

（２）被告は、栃木県の執行機関であって、栃木県の財産を管理する一般的権限を有する

ものである。 

 

２ 本件住民訴訟の対象となる３事業の概要 

（１）思川開発事業の概要 

ア 思川開発事業とは 

   思川開発事業は、独立行政法人水資源機構（旧水資源開発公団）を事業主体として、

利根川総合開発の一環として、利根川水系渡良瀬川の支川思川の上流部南摩川に南摩

ダムを建設して洪水調節を行なうと共に、思川支川の黒川、大芦川を導水管で結び、

水融通を図る事業である。 

その目的としては、次の３つが上げられている。 

① 洪水調節 

南摩ダム地点の計画高水流量１３０㎥／秒のうち１２５㎥／秒の洪水調整を行な

うことにより、南摩ダム下流の思川沿川地域及び利根川本川の中・下流地域の洪水

被害の軽減を図ること。 

② 既得取水の安定化と流水の正常な機能の維持 

南摩川、黒川、思川及び利根川沿川の既得取水の安定化等の流水の正常な機能の

維持、及び異常渇水時に緊急水の補給を行なうこと。 

③ 新規取水の開発 

栃木県、小山市、古河市、総和町、五霞町、埼玉県及び北千葉広域水道企業団の

水道用水として新たに最大３．２０２㎥／秒（１日約２７万６６５３㎥）の取水を
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可能とすること。 

なお、栃木県の配分量は、このうち０．８２１㎥／秒（１日約７万０９３４㎥）

である。 

 

イ 現事業計画に至る経緯 

（ア）思川開発事業は、高度経済成長期における首都圏の水需要の増大を背景に、１９

６４（昭和３９）年２月に利根川水系における水資源開発基本計画が閣議決定され

た際に、水供給施設の一つとして事業計画が発表されて予備調査が行なわれ、１９

６９（昭和４４）年７月に変更された水資源開発基本計画に計上されて実施計画調

査が行なわれ、具体化するに至った。 

（イ）当初の計画では、地形的にはダム建設に適しているものの、小川のような小河川

で、流域面積も１２．４㎢と狭く、水量に乏しい南摩川に巨大なダムを造り、水

量の豊富な大谷川の水を年平均約１億２０００万㎥取水して、直径５ｍもの導水ト

ンネルで今市市から約２０㎞も運んで貯水し、かんがい用水及び都市用水として最

大１７㎥／秒を開発するものであった。 

（ウ）しかし、水没予定地の住民だけでなく、取水口のある今市市では１９６５（昭和

４０）年８月に、市、市議会、農業委員会、土地改良区、水利調整委員等からなる

「思川開発大谷取水反対期成同盟会」を結成して強い反対の姿勢を示したことから、

今市市に配慮して、１９９４（平成６）年には、大谷川からの取水量を年平均６０

００万㎥に、また利水量も８．６㎥／秒（都市用水７．１㎥／秒・かんがい用水１．

５㎥／秒）に減じるとともに、今市市への都市用水の供給が可能となるよう、途中

にある行川にダムを建設するものに改められた。この計画の費用は、１９９２（平

成４）年度単価で約２５２０億円であった。 

（エ）この改定計画についても、今市市からは依然として強い反対の意向が示され、ま

た１９９７（平成９）年２月には、洪水吐きの設置位置の変更のためダム建設予定

地の室瀬地区では移転戸数が４戸から１１戸に増えたことから、同年５月に「南摩

ダム建設絶対反対協議会」を結成して地区が一丸となった反対運動を開始し、さら

に同年１０月には、栃木県及び首都圏の市民が「思川開発事業を考える流域の会」

（以下「流域の会」という）を結成して、反対運動を活発に行なうに至ったこと等

から２０００（平成１２）年１１月の栃木県知事選の重要争点の一つとなった。 
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（オ）そして首都圏における水需要の大幅な減少もあって、２００２（平成１４）年３

月には事業実施方針が変更され、現在の計画となった。現計画の費用は約１８５０

億円である。 

 

ウ 南摩ダムの諸元等 

思川開発事業の核となる南摩ダムの諸元等は以下のとおりである。 

① 位置 

栃木県鹿沼市上南摩町 

② 規模 

堤高       ８６．５ｍ 

総貯水容量    ５１００万００００ 

有効貯水容量   ５０００万００００

集水面積     １２．４㎢

③ 型式 

ロックフィルダム 

④ 工期 

１９６９（昭和４４）年度（実施計画調査着手時）～２０１０（平成２２）年度

（完成予定時）

なお、思川開発事業では、この外に、黒川取水・放流工、黒川導水路（延長約３

㎞）及び大芦川取水・放流工、大芦川導水路（延長約７㎞）等の施設が建設される

ことになる。



オ 南摩ダムの貯水容量の配分

南摩ダムの総貯水容量５１００万㎥の配分は以下のとおりである。

洪水調節容量   ５００万㎥

新規利水容量  １８１０万㎥

不特定利水容量 １６９０万㎥

渇水対策容量  １０００万㎥

堆砂容量     １００万㎥


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（２）湯西川ダム建設事業の概要

ア 湯西川ダムとは

湯西川ダムは、国（国土交通省）を事業主体として、利根川水系湯西川に建設され

る治水及び利水を目的とする多目的ダムであり、その諸元等は以下のとおりである。

① 位置 

栃木県塩谷郡栗山村大字西川 

② 規模 

堤高       １１９ｍ 

総貯水容量    ７５００万００００ 

有効貯水容量   ７２００万００００

集水面積     １０２．０㎢

湛水面積     １９８ｈａ

③ 型式 

重力式コンクリートダム 

④ 工期 

   １９８２（昭和５７）年度（実施計画調査着手時）～２０１１（平成２３）年度

（完成予定時）



イ 現事業計画に至る経緯

湯西川ダム建設計画も前述の思川開発事業と同様に、首都圏における水需要の増大

を背景に、１９６９（昭和４４）年度に構想されたものであるが、１９７３（昭和４

８）年改定の利根川水系の工事実施基本計画では、鬼怒川水系の治水ダム計画には入

っておらず、この時点における鬼怒川水系の治水ダム計画は、五十里ダム、川俣ダム、

川治ダムで完結することになっていた。ところが、１９８０年（昭和５５）年に策定

された利根川水工事実施基本計画では、湯西川ダムが新たに治水ダムとして追加され、

計画が本格化するに至った。

事業費は、約１８４０億円である。



ウ 湯西川ダム建設事業の目的    

湯西川ダム建設事業の目的としては、以下の５つが上げられている。
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① 洪水調節 

湯西川ダム地点の計画高水流量８５０㎥／秒のうち８１０㎥／秒の洪水調整を行

なうことにより、湯西川ダム下流の鬼怒川及び利根川本川の下流地域の洪水被害の

軽減を図ること。

② 流水の正常な機能の維持

五十里ダム下流及び鬼怒川・利根川本川沿岸の既得用水の補給等流水の正常な機

能の維持を図ること。 

③ かんがい

農業用水の必要流量が不足している時に、貯留している水を随時放流することに

より、年間を通して安定的に利用できる流量を確保するため、田川沿岸の約２００

０ｈａの農地に対するかんがい用水の補給を行なうこと。 

  ④ 水道用水

宇都宮市に対して、新たに１日最大２万５９００㎥（０．３０㎥／秒）、茨城県

に対して、新たに１日最大１万８８００㎥（０．２１８㎥／秒）、千葉県に対して、

新たに１日最大１３万０５００㎥（１．５１㎥／秒）の水道用水の取水を可能とす

ること。

  ⑤ 工業用水

千葉県に対し、新たに１日最大１万６４００㎥（０．１９㎥／秒）の水道用水の

取水を可能とすること。



エ 湯西川ダムの貯水容量の配分

湯西川ダムの総貯水容量７５００万㎥の配分は、以下のとおりである。

洪水調節容量      ３０００万㎥

流水の正常な機能の維持 １７９０万㎥（洪水期）、２９８０万㎥（非洪水期）

かんがい用水       ３１０万㎥（洪水期）、３８０万㎥（非洪水期）

水道用水        １９２０．１万㎥（洪水期）、３５１１．１万㎥（非洪

水期）

工業用水         １７９．９万㎥（洪水期）、３２８．９万㎥（非洪水

期）

堆砂容量         ３００万㎥
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（３）八ッ場（ヤンバ）ダム建設事業の概要 

 ア 八ッ場ダムとは 

   八ツ場ダムは国（国土交通省）を事業主体として、利根川水系吾妻川に設置される、

治水及び利水を目的とする多目的ダムであり、その諸元等は以下のとおりである。 

① 位置 

群馬県吾妻郡長野原町 

② 規模 

堤高       １３１ｍ 

総貯水容量    １億０７５０万００００ 

有効貯水容量     ９０００万００００

集水面積     ７０７．９㎢

湛水面積     ３０４ｈａ

③ 型式 

重力式コンクリートダム 

④ 工期 

   １９６７（昭和４２）年度（実施計画調査着手時）～２０１０（平成２２）年度

（完成予定時）



イ 現事業計画に至る経緯

（ア）１９４７（昭和２２）年９月１４日のカスリン台風により、利根川が氾濫し、流

域には大きな被害が発生した。これを受けて利根川治水計画（利根川改修設計計画）

が１９４９（昭和２４）年に策定され、上流ダム群によって３０００㎥／秒の水量

を調節することにより鳥川と利根川本川の合流点から栗橋までの間の計画高水流

量を１万４０００㎥／秒とする方針が打ち出された。

（イ）建設省は、１９５２（昭和２７）年５月にダム候補地の一つとして、利根川の支

流吾妻川川原湯付近を選定し、予備調査を開始した。これが八ッ場ダム問題の発端

であった。

（ウ）しかし、吾妻川は草津温泉、万座温泉、白根火山、硫黄鉱山採掘跡地から流出す

る水を集める強酸性の河川であって、これがダムの堤体等を損傷することが判明し

たため、計画は一時中断した。その後上流に水の強酸性を中和する工場が建設され、



 8

これが６４（昭和３９）年に稼働するに至って予備調査が再開された。

（エ）６５（昭和４０）年１２月には、ダム湖によって水没することが予定される地区

で「反対期成同盟」が結成され、ダム反対運動が展開された。しかし、建設省は６

７（昭和４２）年、現地に調査出張所を開設して実施計画調査を進め、７０（昭和

４５）年には予算上は建設事業の段階に移行した。その後７６（昭和５１）年には

群馬県知事がダム推進を表明し、８０（昭和５５）年に地元に対し生活再建案を提

示した。そして８５（昭和６０）年１１月に長野原町長と群馬県知事の間で生活再

建案についての覚書が締結されたのを機に、地元の反対運動は収束に向かった。

（オ）この間７６（昭和５１）年４月には八ッ場ダムを含む「利根川水系及び荒川水系

における水資源開発基本計画」（通称「利根川・荒川フルプラン」）が閣議決定さ

れ、８６（昭和６１）年７月には八ッ場ダム建設に関する基本計画が決定された。

その後９２（平成４）年から９９（平成１１）年にかけて用地補償の基礎となる調

査が行なわれ、２００１（平成１３）年６月には国土交通省と長野原町内の連合交

渉委員会の間に補償基準が合意されるに至った。この補償基準に基づく個別交渉が

現在なお継続中で、ダム本体工事は着手に至っていない。

（カ）補償基準が合意される前に策定された８６（昭和６１）年の基本計画では、事業

費総額は２１１０億円、完成予定は２０００（平成１２）年とされていたが、補償

基準の合意を受けて国土交通省が２００３（平成１５）年１１月に発表した変更計

画案によれば、事業費総額は一挙に４６００億円に増額され、完成予定は２０１０

（平成２２）年に先送りされた。

（キ）事業費の大幅な増額に伴い、利根川流域の１都５県の負担金もこれに比例して当

然増額されることになる。

負担金の増額につき同意を求められた各都県の首長および議会は、増額幅の大き

さについては驚愕しながら、今日において八ッ場ダムを建設する必要がそもそもあ

るのか、という本質的な議論を回避したまま、漫然と変更計画に同意を与えた。



ウ 八ッ場ダム建設事業の目的

八ッ場ダム建設事業の目的としては、以下の４つが上げられている。 

① 洪水調節

八ッ場ダム地点の計画高水流量３９００㎥／秒のうち、２４００㎥／秒を調節し
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て利根川沿線流域の洪水被害の軽減を図ること。 

② 流水の正常な機能の維持

八ッ場ダム下流の吾妻川の河川環境の改善等流水の正常な機能の維持を図ること。

 ③ 水道用水

群馬県、藤岡市、埼玉県、東京都、千葉県、北千葉広域水道事業団、印旛郡広域

市町村圏事務組合及び茨城県に対し、合計２１．３８９㎥／秒（１日約１８４万８

０００㎥）の水道用水の取水を可能にすること。

④ 工業用水

群馬県及び千葉県に対し、合計０．８２㎥／秒（１日約７万０８４８㎥）の工業

用水の取水を可能にすること。



エ 八ッ場ダムの貯水容量の配分

八ッ場ダムの総貯水容量１億０７５０万㎥の配分は、以下のとおりである。

洪水調節容量     ６５００万㎥

流水の正常な機能の維持 １３１．３万㎥（洪水期）、４０２．２万㎥（非洪水期）

水道用水       ２２８１．４万㎥（洪水期）、８２６０．７万㎥（非洪水

期）

工業用水         ８７．３万㎥（洪水期）、３３７．１万㎥（非洪水期）

堆砂容量       １７５０万㎥

 

（４）３事業の事業費

ア 総事業費

  思川開発事業、湯西川ダム建設事業及び八ッ場ダム建設事業（以下「本件３事業」

という）の事業費は、それぞれ約１８５０億円、約１８４０億円、約４６００億円の

合計８２９０億円である。この外に、本件３事業に関連して、水源地域対策特別措置

法に基づく事業、財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の事業にも巨額の費用を要

することが見込まれており、それらも合わせると本件３事業の事業費は１兆円を超え

る。さらに、これら事業費の資金を調達するための起債の利息が加わるので、国民の

総負担額は１兆５０００億円にもなることが予想される。


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イ 栃木県の負担額

  本件３事業に対する栃木県の負担額は、思川開発事業が治水分１３０億円、水道分

が８６億円の合計２１６億円、湯西川ダム建設事業が治水分の１０３億円及び八ッ場

ダム建設事業が治水分の９億円であり、総合計は３２８億円にも上る。これに、水源

地域対策特別措置法に基づく、財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の事業の負担

額を加えると約４００億円にもなる。

最近１年間における本件３事業への栃木県の支出額の合計は７億６９０１万０３

７３円である。 

 

３ 本件住民訴訟の対象となる財務会計行為および怠る事実 

（１）ダムは河川法第３条の定める河川管理施設であり、一級河川である利根川の河川管

理に要する費用は、同法第５９条により原則として国が負担すべきものである。 

しかし、（２）以下に述べるとおり、一定の要件のもとで、流域の地方公共団体等が

その費用の一部を負担すべきものとされている。 

 

（２）負担１～独立行政法人水資源機構法に基づく利水関係負担金 

 ア 独立行政法人水資源機構法（以下「水資源機構法」という）第２９条第１項により、

ダム使用権の設定予定者（ダム使用権の設定を申請し、基本計画において設定予定者

と定められた者）は、当該ダムの建設に要する費用のうち同法施行令所定の方法で算

出される額の費用を負担すべきものとされている。 

  

イ 栃木県は、前述のとおり、思川開発事業に関し、ダム使用権設定予定者として、事

業費総額約１８５０億円のうち約８６億円の費用を負担することが予定されている

が、この支払条件等は事業完了後に定められるため、現在のところ、その支出はない。 

 

 ウ ダム使用権の設定予定者は、設定申請を取り下げることができる。この場合におけ

る費用負担に関しては、水資源機構法施行令第３０条第２項第２号が規定している。 

 

（３）負担２～河川法に基づく治水関係負担金 

 ア 河川法第５９条の原則に対する例外として、同法第６０条は、都道府県に対し、「そ
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の区域内における一級河川の管理に要する費用」、すなわち区域内の河川管理施設の

建設費用等の一定割合を負担すべきものとし、さらに同法第６３条において「国土交

通大臣が行なう河川の管理により、第６０条第１項の規定により当該管理に要する費

用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土

交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費

用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる」ものとしている。 

 

イ 栃木県は、河川法第６０条に基づき、治水事業分として、思川開発事業については、

総事業費約１８５０億円のうち１３０億円、湯西川ダム建設事業については、総事業

費１８４０億円のうち１０３億円を負担すべきものとされる外、八ッ場ダム建設事業

についても、同ダムの建設により水害防止上「著しい利益」を受けるものとして、同

法第６３条に基づき、９億円の負担金を支出することになっている（負担金は県の一

般会計から国の治水特別会計へ支出される）。 

上記のうち、２００３（平成１５）年９月１０日から２００４（平成１６）年９月

９日までの１年間における支出分は、思川開発事業が３億４４５０万円、湯西川ダム

建設事業が１億５９１３万２６６２円、八ッ場ダム建設事業が２３５万７０００円の

合計５億０５９８万９６６２円である。 

 

（４）負担３～水源地域対策特別措置法に基づく利水・治水関係負担金 

 ア ダム建設固有の費用とは別に、ダムの建設によって水没その他生活条件等の著しく

変化する地域の生活環境、産業基盤等を整備する必要が生じうる。 

これに対処する事業が水源地域対策特別措置法（以下「水特法」）に基づく水源地

域整備事業であるが、同事業の費用の一部は利水予定者や、治水効果を享受する地域

を含む地方公共団体に負担させることができるものとされている（水特法１２条）。 

  

イ  湯西川ダムは１９８６（昭和６１）年３月に水特法の対象ダムに指定され、９８（平

成１０）年１月に同法４条に基づく水源地域整備計画が公示された。これを受けて関

係県及び宇都宮市において同年５月１２日付で水源地域整備事業に関する費用の負

担割合が協定された。 
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ウ この協定に基づき栃木県が負担することが予定されている負担金総額は、１６９億

０９８１万７０００円（整備事業に要する経費１７２億５９８１万７０００円の０．

９７９７）のうち０．０５１４の約８億７０００万円である。 

このうち、２００３（平成１５）年９月１０日から２００４（平成１６）年９月９

日までの１年間に支出された負担金は、１億９５３７万４０００円である。 

 

（５）負担４～水源地域対策基金に対する利水・治水関係負担金 

 ア 水特法に基づく事業を補完し、水没地域の関係住民の生活再建等の一層の充実を図

る、という目的で、１９７６（昭和５１）年１２月に財団法人利根川・荒川水源地域

対策基金（以下「対策基金」）が設立された。基本基金１０億円の拠出団体は利根川・

荒川流域の１都５県である。 

  

イ 対策基金の実施する事業に要する費用については、１９９０（平成２）年８月１日

付で、関係都県間に、その負担割合に関する協定書が締結された。 

  

ウ この協定に基づき栃木県が、思川開発事業について、２００３（平成１５）年９月

１０日から、２００４（平成１６）年９月９日までの１年間に支出した負担金は、６

７６４万６７１１円である。 

 

（６）小括 

   本件住民訴訟の対象となる「財務会計行為」は、被告栃木県知事による上記（２）

ないし（５）の各負担金の各支出である。 

なお、上記（２）の負担金を負担する前提となる、ダム使用権の設定予定者たる地

位は栃木県の財産であるが、負担を免れるために設定申請を取り下げるという「財産

管理を怠る事実」の違法確認を、本件においては、あわせて請求している。 

 

４ 被告が財務会計行為および財産管理をなすにあたり遵守すべき法規範の内容 

（１）地方財政法第４条 

 ア 「地方自治行政の基本的原則」等を定めた地方自治法第２条１４項は、「地方公共団

体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の
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経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定している。 

この「最少の経費による最大の効果」の原則を予算執行の立場から表現した規定が

地方財政法第４条であり、その第１項は、「地方公共団体の経費は、その目的を達成

するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」と規定して

いる。 

 

 イ  地方公共団体の執行機関である被告栃木県知事が公金を支出するに際して上記条

項を遵守すべきことは当然である。 

ちなみに地方自治法は第２条１６項において、「地方公共団体は法令に違反してそ

の事務を処理してはならない」と規定し、第１３８条の１において、「普通地方公共

団体の執行機関は（中略）法令、規則その他の規定に基づく当該普通公共団体の事務

を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」と規定して

いる。 

  

（２）地方財政法第３条 

 ア  地方財政法第３条２項は、「地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財

源を補そくし、且つ、経済の現実に即応して、その収入を算定し、これを予算に計上

しなければならない」と規定している。 

 

イ  被告栃木県知事がダム使用権の設定を申請し、そのために必要とされる負担金を負

担、支出する行為は、ダム使用権の設定によって確保される水道用水に対する需要が

確実に存在し、従ってこれを供給することによって「経済の現実に即応する収入」を

算定することが可能であるという判断に裏付けられていなければならない。 

 

 ウ  従って、被告栃木県知事が、その財務会計行為について地方財政法第３条２項の適

用を受けることは当然である。 

 

（３）地方財政法第８条 

 ア  地方財政法第８条は、「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管

理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。」と規



 14 

定している。 

 

 イ  ダム使用権は物権である（特ダム法第２０条）から、ダムの完成を停止条件として

その設定を受けるべき地位、すなわちダム使用権の設定予定者の地位は、栃木県の資

産である。（地方自治法第２３７条）。 

権利が義務と表裏一体の関係にある場合は、権利を放棄することによって義務を免

れることが客観的に最も効率的な財産管理となる場合もありうる。 

 

 ウ  被告栃木県知事は、水道事業に属する資産を管理するに際して、地方財政法第８条

の適用を受け、権利放棄（申請の取下げ）という選択肢を含めて最も効率的な財産管

理を行なう責任を、栃木県に対し負っている。 

 

５ 財務会計行為及び財産管理を怠る事実の違法性 

（１）思川開発事業による利水上の利益の不存在 

ア 利根川下流域自治体における水余り 

（ア）利根川・荒川流域にある首都圏１都５県の都市用水（水道用水および工業用水） 

の給水実績は、１９９０年代以降漸減傾向にある。この間の首都圏人口の漸増傾向

にもかかわらず水需要が減少しているのであるから、首都圏の人口の減少がはじま

る２０１５（平成２７）年以降は、更に水需要の減少は加速される。 

 （イ）これを東京都について見るに、上水道の給水実績も、１９７０年代後半をピーク

として漸減し、２００３年度における１日最大給水量（同年９月３日）は５０６万

㎥まで低下した。２００４（平成１６）年７月～８月の猛暑期間中においても、１

日当たり最大給水量は５２２万㎥にとどまった。これは、１人当たりの給水量が水

道の漏水防止対策の向上と節水型機器の普及に伴って減少したためである。 

（ウ）また、古河市、総和町及び五霞町が思川開発事業の利水予定者となっている茨城

県においても、近年上水道の給水実績は頭打ちの状態になっており２００２（平成

１４）年度における１日最大給水量は１０３万㎥（約１１．９２㎥／秒）にとどま

っている。そして、県営工業用水道の給水実績も、同様の傾向にあり、２００２年

度における１日最大給水量は約６７万㎥であり、同年度における茨城県の上水道及

び県営工業用水道の１日最大給水量は約１７０万㎥である。 



 15 

他方、茨城県の河川水の水利権は上水道と県営工業用水道を合わせると、給水量

換算で、霞ヶ浦開発で１６２万㎥／日、その他で５７万㎥／日と合計約２１９万㎥

／日（約２５．３５㎥／秒）も存在する。茨城県はこの外に約２８万㎥／日の地下

水水源を有しているので、合計で約２４７万㎥／日の水源を保有している。 

従って、茨城県は２００２年時点で既に約７７万㎥／日（約８．９１２㎥／秒）

の余剰水源を有しており、思川開発事業はもちろん湯西川ダム事業や八ッ場ダム事

業等の新たな水源開発に参加する必要性がなくなっている。 

（エ）同様に、北千葉広域水道企業団が思川開発事業の利水予定者になっている千葉県

においても、上水道の給水実績は最近１０年間横ばい状態が続いており、２００２

（平成１４）年度における１日最大給水量は２１３万㎥（約２４．６５㎥／秒）に

とどまっている。これに、工業用水道を合わせても同年度における１日最大給水量

は約２９９万㎥／日（約３４．６１㎥／秒）である。 

他方、千葉県の保有水源は、工業用水道や地下水も含めると約３７０万㎥／日（約

４２．８２４㎥／秒）も存在している。 

従って、千葉県も２００２年時点で既に約７１万㎥／日（約８．２２㎥／秒）も

の余剰水源を有しており、思川開発事業はもちろんのこと湯西川ダム事業や八ッ場

ダム事業等の新たな水源開発に参加する必要性がなくなっている。 

 

イ 栃木県における水余り 

（ア）栃木県の上水道及び簡易水道の１日最大給水量は、１９９４（平成６）年以降、

約８８万㎥／日～約８６万㎥／日で、横這状態が続いている。この間人口は、約１

９８万人から約２００万５０００人（２００２年）と若干増加したが、１人当たり

の１日最大給水量は、１９９４年の５０３ℓ／日をピークに、以後減少傾向が続い

ており、２００２（平成１４）年には約４６４ℓ／日となっている。 

（イ）一方、水源開発が進んできたため、栃木県は現在の水需要を充足する水源を保有

するようになった。現在、栃木県の水道の保有水源は、工業用水道の未利用水源と

水道用地下水も加えると、１００万㎥／日を超えるので、既に約２０万㎥／日も過

剰となっている。したがって、栃木県及び県内の各市町村が新規のダム建設事業に

参加する必要性はなくなっている。 

（ウ）栃木県が２００１（平成１３）年３月に策定した「栃木県総合計画～とちぎ２１
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世紀プラン」では、栃木県の人口は、２０００（平成１２）年２月の推計で、２０

００（平成１２）年には２０１万６０００人、２００５年（平成１７）年には２０

３万９０００人、２０１０（平成２２）年には２０６万人、そして２０１５（平成

２７）年にはピークの２０７万３０００人になり、これ以降は減少に転じるとされ

ているが、２００４（平成１６）年１０月時点の人口は約２０１万５０００人に過

ぎず、既にこの予測は下方修正を余儀なくされている。 

（エ）そして、前記とちぎ２１世紀プランでは、栃木県の水需要について、「本県の水需

要量は、用水によって状況に違いがあるものの、全体として横ばい傾向で推移して

いくものと予測されます。水道用水は、給水人口の増加や、ライフスタイルの変化

に伴う１人当たりの水使用量の増加などにより今後とも穏やかに増加し、給水人口

がピークを迎える平成３２年度（２０２０）頃に最大となると予想されます。」と

の前提の下に、水道用水の需要量については、１９９８（平成１０）年の２億６８

００万ｔから、２００５（平成１７）年には２億８８００万ｔ、２０１５（平成２

７）年には３億０４００万ｔ、２０２０（平成３２）年にはピークの３億０５００

万ｔとなるものと予測している。しかし、実際の年間給水量は、１９９８（平成１

０）年で２億５９２７万ｔ、２００２（平成１４）年で２億５６６５万ｔとこの予

測を下回っている。 

（オ）前述のとおり人口予測が過大であり、また、１人当たりの１日最大給水量も減少

傾向にあることに照らせば、栃木県の水需要予測が過大であることは明らかである。 

 （カ）このように、既に２０万㎥／日近くの水が過剰となっているところへ、更に思川

開発事業によって０．８２１㎥／Ｓ（１日約７万０９３４㎥）もの水源を手当てし

なければならない必要性は全く存在しない。 

（キ）ちなみに国土庁が１９７８年に発表した「長期水需給計画」では、１９９０（平

成２）年の都市用水の全国における需要を１億３１００万㎥／日と予測していたが、

同年の実績値は、その６０％の７０００万㎥／日に過ぎなかった。 

また、１９８７（昭和６２）年に策定された「ウォータープラン２０００」にお

いては、目標年次（２０００年）の需要予測を１億１０３０万㎥／日と下方修正し

たが、それでも実績値は予測値の７０％程度に過ぎなかった。 

さらに、１９９９（平成１１）年に策定された「ウォータープラン２１」では、

需要予測の大幅な下方修正が行われたものの、２００２（平成１４）年時点で実績
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値と早くも８００万㎥／日に近い乖離が生じている。全国レベルでも、地域レベル

でも公共事業の需要予測は、常にあまりにも過大になされているのである。 

 （ク）利水目的のために計画された利根川流域のダム、貯水池が１９９７（平成９）年

度以降つぎつぎと中止されている。中止されたダム事業と各ダムの計画上の有効貯

水量（万㎥）は以下のとおりである。 

  ① 国の直轄事業、 

    ・川古ダム（群馬県）                         ４５００万㎥ 

    ・印旛沼総合開発（千葉県）                      ４４６９万㎥ 

    ・江戸川総合開発（東京都）                       ７１０万㎥ 

    ・稲戸井調節池総合開発（茨城県）                １５９０万㎥ 

    ・渡良瀬遊水池総合開発Ⅱ期事業（栃木県、群馬県）１０５０万㎥ 

  ② 水資源機構（旧水資源開発公団）の事業        

    ・平川ダム（群馬県）              ４４００万㎥ 

    ・思川開発のうち大谷川分水（行川ダム）（栃木県）  ４５０万㎥ 

    ・栗原川ダム（群馬県）             ４５５０万㎥ 

    ・戸倉ダム（群馬県）              ６４００万㎥ 

  ③ 国の補助を受けて各県が行う事業、 

    ・東大芦川ダム（栃木県）              ８６４万㎥ 

    ・倉渕ダム（群馬県）               ８７０万㎥ 

    （ただし倉渕ダムは「凍結」と説明されている） 

上記１１ダムの計画上の有効貯水量の合計（２億９８５３万㎥）は、本件３事業の

ダムの有効貯水量の合計（２億１２００万㎥）の約７０％に達する。これらの計画が

あいついで中止されたことは、利水目的ダムの必要性に関する利根川・荒川フルプラ

ンの想定が根拠を失っていることを如実に示すものである。 

 

ウ 渇水対策としても新規ダムの建設は不要 

（ア）何年に１回かの渇水年になると、ダムの湖底が見えつつある状態が報道され、渇

水が深刻化すれば水無し都市になってしまうのではないかという恐れを抱かせる。

しかし、実際には渇水時の利根川の流量維持にダムが果たす役割はあまり大きくは

なく、たとえダムが空になっても利根川の流量が途絶えることはない。 
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（イ）１９９４（平成６）年の利根川渇水を例にとれば、ダムからの補給は３割程度で、

残りは森林等が生み出したものであり、ダムの役割は意外と小さい。渇水時の流量

を増やすためには、新たなダムを建設するよりも、保水力の大きい広葉樹林を中心

とする森林の整備が図ることの方がはるかに重要である。 

（ウ）日本の場合、降水量が少ない期間が１年以上続くことはまずあり得ない。渇水と

いってもせいぜい数カ月の間であり、次の代替手段をとれば、大渇水を乗り切るこ

とは十分に可能である。 

① 農業用水から都市用水への一時的な融通  

② 日頃からの構造的な節水施策の推進  

③ 渇水時における地下水の利用拡大  

（エ）また、最近は各水道事業体が十分な水源を保有するようになったので、渇水がき

ても、断水に至ることはほとんどなく、生活への影響を避けられるようになってい

る。 

 

エ 南摩ダムの利水上の欠陥 

前述のとおり、南摩川はダムに適した地形を有しているものの、小河川で集水域が

１２．４㎢と狭いため、ダムを作っても南摩川の流水だけでは水が貯まらないことか

ら、南摩ダムの建設計画は、水量の豊富な大谷川の水を導水することとセットになっ

た思川開発事業としてスタートした。 

しかし、今市市の反対にあって、１９９４（平成６）年５月に大谷川の取水を年６

０００万ｔに半減することとなったことから、そもそも建設省（当時）の流量データ

は過大であり、各河川の流量や降水量等から考えて、計画どおりの取水はできず、計

画どおりにはダムに水が貯まらない、との指摘がなされていた。 

現計画では、その大谷川からの取水はまったくないのであるから、南摩ダムに計画

どおりに水が貯まらない蓋然性がより高くなっている。 

 

（２）本３事業による治水上の利益の不存在 

 ア 八ッ場ダムによる治水上の利益の不存在 

（ア）利根川の治水基準点である八斗島の基本高水流量は前述のとおり２万２０００㎥

／秒と設定されているが、８０（昭和５５）年改訂以前の計画における基本高水流
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量は１万６０００／秒で、その前提となったのは、１９４７（昭和２２）年のカ

スリン台風に際して、同地点で１万７０００㎥／秒の洪水流量があったという推定

である（八斗島の観測所は、１９４７年の洪水時には量水標が流失したので、数値

は同地点より上流の３地点の流量からの推定値にすぎない。また、推定値の中には

１万５０００／秒説もある）。 

 （イ）しかし、同基準点の洪水流量はその後５０数年間にわたり、２万２０００㎥／秒

や１万６０００㎥／秒はおろか、１９４９（昭和２４）年のキティ台風の１万０５

００㎥／秒を除けば、１万００００㎥／秒に届いたこともない。なお、八斗島の流

量の連続観測が行われるようになった１９５１（昭和２６）年以降における最大流

量は、１９９８（平成１０）年の９２２０㎥／秒である。 

１９４７（昭和２２）年という時点においては、戦時中の食糧難解消のための開

墾や、エネルギー源確保等のため、利根川上流の山林は乱伐されており、その結果

森林の保水力が著しく低下していた。このような条件下で生じたとされる１万７０

００㎥／秒という数値を、更に膨らませた２万２０００㎥／秒という数値は、全く

根拠のない架空の洪水流量というべきものである。 

    前述のとおり、基本高水流量を１万７０００㎥／秒から２万２０００㎥／秒に変

更したのに伴って、八斗島地点における計画高水流量が、１万４０００㎥／秒から

１万６０００㎥／秒へと変更され、上流ダム群によって調節する流量は３０００㎥

／秒から６０００㎥／秒へと倍増した。国土交通省はこの基本高水流量等の設定お

よび変更の具体的根拠についての説明責任を全く果たしていない。 

（ウ） 基本高水流量設定の当否は別として、八ッ場ダムは、基準点における洪水流量調

整には、全く寄与することがない。カスリン台風と同様の降雨が利根川流域にあっ

た場合のシミュレーションとして国土交通省が発表している資料によれば、八ッ場

ダム地点の最大洪水流量は、わずか１２４０㎥／秒であり、しかも、その出現時刻

は基準点八斗島の洪水流量がピークに達する時点よりも１２時間も早い。八ッ場ダ

ム地点から八斗島地点までの洪水の流下時間は、５～６時間程度であるから、八ッ

場ダム地点で最大洪水をカットしても、八斗島地点の最大洪水流量に対する低減効

果はゼロに近い。 

この意味でも八ッ場ダムが利根川の中流・下流の治水に貢献することはありえず、

ましてや、栃木県が八ッ場ダムによって治水上「著しく利益を受ける」などという
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関係はありえない。 

（エ） また、八ッ場ダムが計画されている吾妻渓谷は、両岸の山が接近する狭窄部を随

所に有し、洪水の流下がそこで緩和されるため、人工的なダムを建設するまでもな

く自然自体が洪水調節機能（河道貯留効果）を有している。 

ちなみに、八ッ場ダムより上流にある三つの観測所（田代、応桑、小雨）が観測

史上最大の一日あたり降雨量を観測したのは、１９５９（昭和３４）年８月１３日

であった（田代観測所１８０．０㎜、応桑観測所２８３．３㎜、小雨観測所１９７．

０㎜）。八斗島流量観測所においても、同年８月１４日にこの年最大の流量が観測さ

れているが、その量は８２８０㎥／秒にすぎなかった。 

（オ）このように、もともと自然の洪水調節作用がある場所に、「洪水調節」を名目とす

るダムを設置することの効用は極めて乏しい。 

 

イ 思川開発事業（南摩ダム）による治水上の利益の不存在 

南摩ダムの治水目的は思川下流地域および利根川中・下流地域の洪水対策である。 

思川下流地域に関しては、思川下流の洪水基準地点・乙女の流域面積７６０㎢に対

して南摩ダムの集水面積は、１２㎢しかなく、その割合はわずか１．６％しかない。

この比率は、洪水流量測定の誤差程度のものであるから、治水対策として意味をもつ

ものではない。 

そして、利根川中・下流地域に関しては、利根川の治水計画では、利根川本川に対

する渡良瀬川、思川、巴波川の洪水の影響を渡良瀬遊水地でゼロにすることになって

いるので、南摩ダムの洪水調節が利根川中・下流地域の洪水軽減に寄与することは全

くない。 

このように、南摩ダムの治水目的はまやかしである。 

 

ウ 湯西川ダムによる治水上の利益の不存在 

湯西川ダムの治水目的は鬼怒川および利根川本川下流の洪水対策である。 

前述のとおり、１９７３（昭和４８）年に利根川水系の治水計画（工事実施基本計

画）が改定された際、同計画では、鬼怒川水系の治水ダム計画は五十里ダム、川俣ダ

ム及び川治ダムの３ダムで完結することになっていた。 

それにもかかわらず、１９８０（昭和５５）年に策定された利根川水系工事実施基
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本計画では、突如として、新たな治水ダムとして湯西川ダムが追加された。これは、

利水上の観点から湯西川ダム計画が浮上したため、急遽、同ダムが治水上も必要であ

るかのように、治水計画を書き換えたことを意味している。 

このように湯西川ダムは、治水計画において屋上屋を重ねるように付加されたもの

であるから、その必要性は希薄である。 

 

（３）八ッ場ダムは、その固有の欠陥のため治水・利水いずれの機能も果しえないこと 

 ア 吾妻川は、前述のとおり強酸性の河川であるため、この強酸性が下流においてコン

クリートや金属を腐食させるのを防止するため、石灰を投入して水質を中和する工場

２箇所（処理量１日５０トンの草津工場および同１０トンの香草工場。いずれもｐＨ

２．０程度の原水をｐＨ６．５程度にする）と、中和生成物を沈殿させる品木ダムが

既に作られている。 

しかし、中和生成物による堆砂によって、品木ダムはまもなく飽和状態に達しよう

としている。品木ダムが堆砂によって飽和状態になった場合、それに代わる中和生成

物沈殿池の役割は、八ッ場ダムが果すことになる。 

  

イ ダムは計画段階で１００年分の予想堆砂量を「堆砂容量」として確保することになっ

ており、八ッ場ダムの場合も前述のとおり１７５０万㎥の容量が１００年分の堆砂量

として確保されることになっている。 

しかし、実際の堆砂速度は計画を大幅に上回るのが一般的である（同じ利根川水系

にある下久保ダムでは、計画の約２．５倍の速度で堆砂が進行している）。 

このような一般的傾向に加えて、前述のとおり中和生成物沈殿池の役割が加わるの

で、八ッ場ダムの利水・治水機能は短期間で失われることになる。 

この意味でも八ッ場ダムは通常のダムに期待しうる治水・利水上の効用を有してい

ない。 

 

（４）ダム建設事業がもたらす様々な問題点 

   ダムを建設すると、様々な問題がもたらされる。ここでは、八ッ場ダムを例にとっ

て述べる。 

 



 22 

ア 吾妻渓谷はどうなっていくのか 

吾妻渓谷の上流部は八ッ場ダムの建設工事によって大きな損傷を受け、ダム完成後

は湖面の下に水没してしまう。残りの下流部も関東の耶馬溪といわれる現在の美しさ

を保つ期間はそう長くない。奇岩怪岩が立ち並ぶ吾妻渓谷の岩肌は時折来る洪水によ

ってその表面が洗われ、その美しさが維持されている。洪水が八ッ場ダムによって貯

留されるようになると、岩肌をコケが覆い、やがては草木が生い茂って渓谷の様相が

大きく変わり、今の面影を失ってしまう。利根川支流・神流川の三波石峡は下久保ダ

ムの建設後、昔の美しい面影をなくし、惨憺たる状況になっている。 

 

イ 八ッ場ダムはどのような様子のダム湖になるのか 

八ッ場ダムは洪水調節のため、7 月～9 月は満水位から２８ｍも水位を落としてし

まう。土肌を剥き出しにして、底の方にしか水がたまっていない状況がつくられる。 

そして、その底にたまった水は異様な色を呈することになる。色の原因の一つは、

藻類(植物プランクトン)の異常増殖である。八ッ場ダムは吾妻川の中流部に位置して

いるので、上流域から多量の栄養塩類（窒素とリン）が流れ込んでいる。上流域の草

津町、嬬恋村、長野原町には約３万人が住み、草津温泉、万座温泉、万座スキー場等

に大勢の客が訪れる。更に、嬬恋のキャベツ畑には多量の化学肥料が投入され、三町

村で何千頭という牛が飼育されている。これらの生活排水、農業排水、畜産排水等に

より、吾妻川に多量の栄養塩類が流入している。吾妻川の全窒素と全リンを調べた例

をみると、ダム湖としての環境基準（水道１～３級）の３倍程度もあった。栄養塩類

の濃度がかなり高いから、ダムをつくり、今までの流水をたまり水に変えると、藻類

の異常増殖が進行し、水質がひどく悪化していくことは確実である。 

もう一つの色の原因は中和生成物である。上流にある品木ダム（中和生成物の沈殿

池）はすでに８割近くが埋まっているから、近い将来には満杯になり、中和生成物が

流出する。この中和生成物が八ッ場ダム完成後にはそのダム湖に沈殿するようになり、

湖水をその色に帯びさせる。 

底の方にしか水がたまっておらず、その水が藻類の異常増殖と中和生成物の流入で

異様な色が呈するのであるから、八ッ場ダム湖は観光資源としての魅力がゼロである。 

 

ウ 川原湯温泉街の今後 
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水没予定地で最大の集落である川原湯温泉街はダムサイトの右岸(打越地区)と、現

温泉街の山側(上湯原地区)に移転することになっている。前者は代替地造成工事が始

まっているが、後者はまだ工事の目処がたっておらず、計画通りに代替地が造成され

るのかどうかはわからない。 

代替地に移転して旅館を再建しても、旅館経営の見通しは決して明るくはない。今

の川原湯温泉の魅力は吾妻渓谷の美しさと情緒豊かなひなびた温泉街にあるが、移転

後はその二つとも失われてしまう。八ッ場ダム湖は前記イで述べたようにとても吾妻

渓谷の代わりの観光資源になるものではない。さらに、次に述べるように、移転予定

地は地滑り、崩落の危険性が高い。 

   これらのことを踏まえれば、川原湯温泉街にとって望ましい道は、ダム計画を中止

して、温泉街を現在のところで再建することである。そのために必要な費用は、水没

予定地の人々を苦しめ続けてきたダム起業者等が負担すべきであるが、今後のダム事

業費に比べればはるかに小さい金額であるに違いない。 

 

エ 脆弱な地質による災害の誘発 

ダム予定地の両岸は浅間山が噴火した際の泥流が吾妻渓谷でせき止められて厚く堆

積しており、きわめて脆弱な地層である。ここにダムを築いて貯水を開始すると、ダ

ム湖の周辺では地滑りが起き、周辺も支えを失い崩落する危険性が高い。そして、住

民が移転する予定の山側の代替地は地滑り、崩落の危険が高く、土石流が起きる心配

がある。 

奈良県の大滝ダム(紀の川)は２００３年３月末から湛水を開始したが、地質が脆弱

であるため、地割れがおき、３８戸の仮移転が行われた。八ッ場ダムでも同じように

災害が誘発される可能性が高い。 

 

（５）本件各負担金の負担および支出は、いずれも地方財政法第４条に違反する。 

 ア 上述のとおり、栃木県は思川開発事業による水利権を開発して、都市用水の水源を

確保する必要を全く有していないし、治水上も本３事業による利益を全く受けること

がない。 

このように地方公共団体の存立目的を達成する上での必要性を欠く公金の支出は、

地方財政法第４条に違反する。 



 24 

 イ 本件各負担金のうち、水資源機構法第２７条、河川法第６３条に基づく負担金は、

水資源機構あるいは国土交通大臣の納付通知によって納付義務が発生するものであ

るが、本３事業が利水上、治水上の効用を有しない事実は、客観的に明白であるから、

関係する納付通知は無効であり、被告らはその拘束を受けない。 

 

 ウ  また、水特法第１２条第１項第１号ないし第２号に基づく負担金と、（財）利根川・

荒川水源地域対策基金に対する負担金は、栃木県とほか５都県との間の協定（前者は

１９９６（平成８）年２月２２日付、後者は１９９０（平成２）年８月１日付）に基

づいて支払義務が発生するものであるが、本３事業が栃木県にとって治水上も利水上

も必要性がないことについては、栃木県以外の協定当事者たる各都県においても、当

然知っており、または知り得べき事実であるから、上記協定は無効であり、被告らは

その拘束を受けない（昭和６２年５月１９日最高裁判決、判例時報１２４０号６２頁

参照）。 

 

（６）被告栃木県知事が水資源機構に対し、ダム使用権設定申請を取り下げないことは、

地方財政法第８条に違反する。 

 ア  ダム使用権設定予定者の地位が、物権としてのダム使用権の設定を受けるべき権利、

すなわち地方公営企業の用に供する資産であって、その財産管理について地方財政法

第８条の規律を受けることは前述したとおりである。 

 

 イ 本件ダム使用権を確保しても、栃木県の水道事業はこれに見合った収入を、全く得

ることができないのに対し、本件ダム使用権設定申請を取り下げ、関係水利権の返上

をするならば、今後の負担金の負担・支払いの義務を免れることができる（水資源機

構法施行令第３０条第２項第２号）。 

 

 ウ 従って、栃木県の水道事業に属する財産を管理する上で、本件ダム使用権設定申請

を取り下げることにより栃木県の利益を実現することが、被告栃木県知事の栃木県に

対する忠実義務を全うする所以である。 

逆に言えば、このような財務会計上の権限の行使を怠ることは、地方財政法第８条

に違反することになる。 
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 エ そして、このような財産の管理権の行使は、水資源機構の協力を全く必要とせず、

申請者側の一方的な選択として行なうことができるのである。 

前述のとおり、地方自治体（水道事業者）がみずから推進する事業を中止するにと

どまらず、国の直轄事業や、水資源機構の事業からも撤退した例が少なくないことは、

これが地方自治体自身の選択の問題であることを示すものである。 

 

（７）まとめ 

以上のとおり、原告らは、本３事業に関し、栃木県が負担金を負担し、支出するこ

と自体が、地方財政法の禁止する違法な財務会計行為にあたると考えるものである。 

そこで、「執行機関又は職員の右財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないしその

是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住

民が自らの手により違法の防止又は是正をはかることができる点に、制度の本来の意

義がある」（最高裁昭和５３年３月３０日判決、民集３２巻２号４８５頁、判例時報

８８４号２２頁）とされる住民訴訟の法廷において、客観的判断が下されることを求

めて、この「住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権」

（同判決）を行使するために、本件提訴に至った。 

 

６ 住民監査請求の経由 

原告らはいずれも２００４（平成１６）年９月１０日付で栃木県監査委員に対し、本

件各被告を名宛人とする、本件請求と同一内容の勧告を発することを求めて、住民監査

請求を行なった。 

しかし、栃木県監査委員は、同年１０月１２日付けで原告らの請求を却下する旨の監

査結果を原告らに通知した。 

 

７ 結論 

 以上の次第で原告らは、地方自治法第２４２条の２第１項第１号に基づき、被告栃木

県知事に対し、本３事業に関する利水上、治水上の各負担金の支出の差止めを求め（請

求の趣旨１項）、また、同項第３号に基づき、被告が財産（ダム使用権の設定を受けるべ

き地位）の管理を怠る事実の違法確認を求める（同２項）とともに、同項第４号に基づ

き栃木県知事の地位にあった個人に対し然るべき損害賠償請求がなされるべきことを求
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めて（同３項）本訴に及んだのである。  

 

第３ 証拠方法 

   甲第１号証        監査結果通知書 

   以上のほか、口頭弁論期日において、必要に応じ提出する。 

 

第４ 添付書類 

 １ 甲第１号証の写         １通 

 ２ 訴訟委任状          ２２通 
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当 事 者 目 録  
 

〶３２１－０３１９ 栃木県宇都宮市若松原３丁目１４番２号 

原    告   市民オンブズパーソン栃木 

上記代表者代表  高   橋   信   正 

 

〶３２０－０８３７ 同市弥生２丁目１４番１７号 

原    告   石   川   輝   雄 

 

〶３２０－０８２１ 同市一条４丁目５番１１号 

             原    告   大   木   敏   子 

 

〶３２１－１１１１ 同県鹿沼市板荷３３５４番地２ 

原    告   鈴   木   広   四 

 

〶３２２－００２７  同市貝島町４７２番地７ 

原    告   高   橋   比 呂 志 

 

〶３２１－１１１１  同市板荷４２４１番地 

原    告   野   中   一   男 

    

〶３２２－０３４６  同市上南摩町８２４番地 

原    告   奈   良   金   作 

 

同所 

             原    告   奈   良       隆 

 

〶３２２－０３４６  同市上南摩町８１５番地 

原    告   奈   良   茂   男 
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〶３２２－０３４６  同市上南摩町１７４５－１ 

             原    告   廣   田   義   一 

 

〶３２２－０１０１  同市草久１３４６番地１ 

原    告   齋   藤   武   吉 

 

〶３２２－０１０１  同市草久２０４０番地 

原    告   大   貫   林   治 

 

同所 

             原    告   大   貫   成   子 

 

〶３２２－００６９  同市坂田山１－１１４ 

原    告   小 竹 森   正   次 

 

〶３２１－００２５  同市緑町３－４－１２ 

原    告   山   家   茂   樹 

 

〶３２１－１１１１  同市板荷３６２番地１ 

原    告   木   村   幹   夫 

 

同所 

原    告   木   村   道   枝 

 

〶３２２－０５２８  同市奈佐原町１５３－２ 

原    告   宇 賀 神   重   幸 

 

同所 

原    告   宇 賀 神   妙   子 
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〶３２１－４３１５  同県真岡市道祖土２５番地 

             原    告   高   松   健 比 古 

 

〶３２９－０５２３  同県河内郡上三川町大字梁４０８番地３ 

原    告   杉   山   照   道 

 

〶３２３－０８０７  同県小山市城東２丁目１０番２２号 

原    告   伊   藤   武   晴  

 

〶３２０－００２７  同県宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

             被    告   栃木県知事 福 田 昭 夫 
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原 告 代 理 人 目 録 
 

〶320-0821  栃木県宇都宮市一条 4丁目 5番 11号 大木一俊法律事務所 

             ℡028-636-0596 Fax028-637-4886（送達場所） 

弁 護 士  大    木    一    俊 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 1番 21号 オノセﾋﾞﾙ 3階 山口益弘法律事務所 

弁 護 士  山  口  益  弘 

 

〶320-0036  同市小幡 2丁目 7番 8号 須藤博法律事務所 

弁 護 士  須  藤     博 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 4番 4号 米田軍平法律事務所 

弁 護 士  米  田  軍  平 

 

〶320-0808  同市宮園町 8番 2号 松島ﾋﾞﾙ 3階 とちぎ市民法律事務所 

弁 護 士  田  中  徹  歩 

 

〶320-0821  同市西 2丁目 3番 5号 斎藤ﾋﾞﾙ 3階 佐藤秀夫法律事務所 

弁 護 士  一  木     明 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 1番 21号 オノセﾋﾞﾙ 5階 小野瀬芳男法律事務所 

弁 護 士  小野瀬   芳  男 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 1番 21号 オノセﾋﾞﾙ 4階 わかさ法律事務所 

弁 護 士  若  狭  昌  稔 

 

〶231-0012  神奈川県横浜市中区相生町 1-18 光南ﾋﾞﾙ 6階 

弁 護 士  大  川  隆  司 
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〶970-8026  福島県いわき市字八幡小路 66-9 廣田次男法律事務所 

弁 護 士  廣  田  次  男 

 

〶370-0852  群馬県高崎市中居町 3-3-7 弁護士法人菅野庄一法律事務所 高崎事務所 

弁 護 士  嶋  田  久  夫 

 

〶371-0803  同県前橋市天川原町 1-3-5 野上法律事務所 

弁 護 士  野  上  恭  道 

 

〶371-0843  同市新前橋町 1-35法律事務所コスモス 

弁 護 士  樋  口  和  彦 

 

〶310-0022  茨城県水戸市梅香 2-2-45 朝日ﾋﾞﾙ 2階水戸翔合同法律事務所  

弁 護 士  谷  萩  陽  一 

 

同所 

弁 護 士  五  來  則  男 

 

〶305-0034  同県つくば市小野崎小池 131 坂本博之法律事務所 

弁 護 士  坂  本  博  之 

 

〶330-0064  埼玉県さいたま市浦和区岸町 6-1-24小林総合法律事務所 

弁 護 士  小  林  哲  彦 

 

〶330-0063  同市浦和区高砂 3-10-4 埼玉総合ﾋﾞﾙ 埼玉総合法律事務所 

弁 護 士  野  本  夏  生 

 

〶360-0041  同県熊谷市宮町 2-95間庭ﾋﾞﾙ 2階 けやき総合法律事務所 

弁 護 士   南  雲  芳  夫 

〶358-0001  同県入間市向陽台 1-1-20 入間駅前ﾌﾟﾗｻﾞ 8-704 田島義久法律事務所 
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弁 護 士  川  井  理砂子 

 

〶260-0013  千葉県千葉市中央区中央 4-10-12蚕糸会館 千葉中央法律事務所 

弁 護 士   有  坂  修  一 

 

同所 

弁 護 士   中  丸  素  明 

 

〶260-0013  同市中央区中央 4-10-8光建ﾎﾞｲｽ 205 植竹法律事務所 

弁 護 士   植  竹  和  弘 

 

〶260-0013 同市中央区中央 3-15-6やまちょうﾋﾞﾙ 6階 渚法律事務所  

             弁 護 士  廣  瀬  理  夫 

 

〶260-0014  同市中央区本千葉町 2-13福井ﾋﾞﾙ 6階 

弁 護 士   菅  野     泰 

 

〶271-0062  同県松戸市松戸 1281-29 住友生命松戸ﾋﾞﾙ 5階 東葛総合法律事務所 

弁 護 士   及  川  智  志 

 

〶160-0003  東京都新宿区本塩町９ 光丘四谷ﾋﾞﾙ６階 四谷見附法律事務所  

弁 護 士   高  橋  利  明 

 

〶160-0022  新宿区新宿 1-15-9さわだﾋﾞﾙ 5階 東京共同法律事務所 

弁 護 士   只  野     靖 

 

〶105-0001  港区虎ノ門 2-5-4 末広ﾋﾞﾙ 7階 森の風法律事務所 

弁 護 士   朝  倉  淳  也 

 

〶105-0003  港区西新橋 2-2-5 竹内ﾋﾞﾙ 3階 佐和法律事務所 
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弁 護 士   佐  和  洋  亮 

 

〶102-0083  千代田区麹町 6-4麹町ﾊｲﾂ 502 谷合周三法律事務所 

弁 護 士   谷  合  周  三 

 

〶102-0072  千代田区飯田橋 4-7-11 ｶｸﾀｽ飯田橋ﾋﾞﾙ 304 山崎・秋山法律事務所 

弁 護 士  福  田  寿  男 

 

〶104-0061 中央区銀座 4-9-6三原橋ﾋﾞﾙ 7階 第一法律事務所 

弁 護 士  羽  倉  佐 知 子 

 

〶171-0021  豊島区西池袋 1-17-10 池袋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 6階 城北法律事務所 

弁 護 士  田  見  高  秀  

 

同所 

弁 護 士  松  田  耕  平 

 

〶190-0022  立川市錦町 1-17-5 三多摩法律事務所 

弁 護 士   土  橋     実 

 

〶194-0022  町田市森野 1-8-17 まちだ・さがみ法律事務所 

弁 護 士  中  野  直  樹 

 


